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Ｑ.使用借権（使用貸借）と借地権の違いは何ですか？

お知らせ

底地・築古収益物件・共有持分
情報お寄せください！
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2025年 宅建 合格発表！

11月26日(水)、(一財)不動産適正取引推進機構より、令和7年度(2025年度)宅地建物取引士資格試験の実施結果が発
表されました。令和7年度宅建士試験は10月19日(日)に全国で実施され、受験者数は245,462人、合格者数は45,821
人、合格率は18.7%でした。
当社からも多くの社員が受験し、努力の結果、複数名が合格しました。
受験された皆さま、本当にお疲れ様でした！

A.原則として、借地権は地代が発生している土地の貸し借りで、使用借権は地代の支払いがない土地の貸し借
りです。つまりタダで土地を貸している（借りている）ような場合には使用借権となります。使用借権の場合にはあ
まり借主の保護がなされません。返還時期または使用収益目的の定めがない時は貸主はいつでも返還（明渡）
を請求できますので、借主は貸主からの返還請求があれば原則として土地を明け渡さなければなりません。

おしえて底地くん

不 動 産 の 問 題 ま る っ と 解 決 ！

底地くん
グッズ
販売中
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